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南山大学大学院学則 
 

 

第１章 総 則 

 

第１条 本学大学院は本大学学部における教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論お

よび応用を研究し、その深奥を究めるとともにキリスト教世界観に基づき、人間の尊厳を尊重

かつ推進し、もって文化の進展と人類の福祉に寄与する人材を育成することを目的とする。 

② 研究科または専攻ごとの人材の養成に関する目的、その他の教育研究上の目的については、

別に定める。 

第１条の２ 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、その目的および社会的使命を達成する

ため、教育研究活動および管理運営等に関する自己点検および評価を実施し、その結果および

認証評価の結果を踏まえ、継続的に教育研究活動の質の改善・向上に取り組むものとする。 

② 教育研究活動の質の改善・向上に関する事項については、別に定める。 

第２条 本学大学院に博士課程、修士課程および専門職学位課程を置く。 

② 博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究

能力およびその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

③ 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または、高

度の専門性を要する職業に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

④ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した

能力を培うことを目的とする。このうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするも

のを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。 

第３条 博士課程の標準修業年限は、5年とする。 

② 博士課程は、これを前期2年および後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は、これを

修士課程として取り扱うものとする。 

③ 削 除 

④ 社会科学研究科博士前期課程および法学研究科博士前期課程において、長期在学を希望し

て入学した者の標準修業年限は、3年とする。 

第３条の２ 修士課程の標準修業年限は、2年とする。 

第３条の３ 法科大学院の標準修業年限は、3年とする。ただし、長期在学を希望して入学して

きた者の標準修業年限は、4年とする。 

第３条の４ 削 除 

第４条 本学大学院に、次の表の左欄に掲げる研究科を置き、それぞれの研究科に同表の中欄に

掲げる専攻を置く。 

② 各研究科の修士課程、博士課程および専門職学位課程の別は、次の表右欄に掲げるとおり

とする。 

研究科名 専 攻 名 
研究科の修士課程・博士課程・ 

専門職学位課程の別 

 キ リ ス ト 教 思 想 専 攻 博 士 前 期 課 程 
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 宗 教 思 想 専 攻 博 士 後 期 課 程 

人 間 文 化 研 究 科 人 類 学 専 攻 博  士  課  程 

 教育ファシリテーション専攻 修  士  課  程 

 言 語 科 学 専 攻 博  士  課  程 

国際地域文化研究科 国 際 地 域 文 化 専 攻 博  士  課  程 

社 会 科 学 研 究 科 

経 済 学 専 攻 博 士 課 程 

経 営 学 専 攻 博 士 課 程 

総 合 政 策 学 専 攻 博 士 課 程 

法 学 研 究 科 法 律 学 専 攻 博 士 課 程 

理 工 学 研 究 科 

シ ス テ ム 数 理 専 攻 博 士 後 期 課 程 

ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 専 攻 博 士 課 程 

機 械 電 子 制 御 工 学 専 攻 博 士 課 程 

デ ー タ サ イ エ ン ス 専 攻 博 士 前 期 課 程 

法 務 研 究 科 法 務 専 攻 専 門 職 学 位 課 程 

第５条 各研究科の学生定員は、次の表のとおりとする。 

研究科名 専 攻 名 

修士課程 
博士課程 専 門 職 

学位課程 
合計 

前 期 後 期 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

人間文化研究科 

キリスト教思想専攻   8 16     16 

宗 教 思 想 専 攻     3 9   9 

人 類 学 専 攻   8 16 3 9   25 

教育ファシリテーション専攻 10 20       20 

言 語 科 学 専 攻   12 24 4 12   36 

計 10 20 28 56 10 30   106 

国際地域文化研究科 国際地域文化専攻   20 40 3 9   49 

社 会 科 学 研 究 科 

経 済 学 専 攻   7 14 3 9   23 

経 営 学 専 攻   7 14 3 9   23 

総 合 政 策 学 専 攻   7 14 3 9   23 

計   21 42 9 27   69 

法 学 研 究 科 法 律 学 専 攻   6 12 3 9   21 

 システム数理専攻     2 6   6 

理工学研究科 

ソフトウェア工学専攻   18 36 2 6   42 

機械電子制御工学専攻   18 36 2 6   42 

デ ー タ サ イ エ ン ス 専 攻   10 20     20 

 計   46 92 6 18   110 

法 務 研 究 科 法 務 専 攻       20 60 60 

合    計 10 20 121 242 31 93 20 60 415 

第６条 削 除 
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第２章 教員組織 

 

第７条 本学大学院の授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）は、本大学教授がこれを担当する。ただし、必要がある場合には、教授相当の学力

を有する准教授または講師をもって充当することができる。 

第８条 本学大学院に大学院委員会を、各研究科に研究科委員会を置く。 

第９条 大学院委員会は次の事項を審議する。 

１ 各研究科間の連絡調整に関する事項 

２ 大学院学則および諸規程の制定改廃に関する事項 

３ 研究科または専攻の設置および廃止に関する事項 

４ その他大学院に関する重要事項 

第10条 大学院委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

１ 学長 

２ 副学長 

３ 研究科長 

４ 専攻主任 

５ 大学本部長 

第11条 大学院委員会は学長が招集し、その議長となる。 

第12条 大学院委員会は委員総数の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。 

② 大学院委員会の議事は別に定めるもののほかは出席委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは議長の決するところによる。 

第13条 研究科には研究科長を置く。 

第14条 研究科委員会は次の事項を審議する。 

１ 教授、准教授および講師の授業科目担当に関する事項 

２ 教育課程に関する事項 

３ 学生の入学、休学、退学等に関する事項 

４ 成績評価および学位試験に関する事項 

５ 学生の賞罰に関する事項 

６ その他当該研究科の教育および研究ならびに運営に関する事項 

第15条 研究科委員会は当該研究科の授業科目を担当する教授のうち、研究科長の推薦により、

学長の任命した委員をもって組織する。ただし、同様の手続により准教授を加えることができ

る。 

第16条 各研究科の専攻別に主任を置く。各専攻主任は、その専攻に属する授業科目を担当する

専任教授の互選により任命され、専攻に関する事務を処理する。 

② 主任の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。 

第17条 研究科委員会の議事手続は各研究科委員会が定める。 

 

第３章 学年・学期・休業日 

 

第18条 本学大学院の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

第18条の２ 1年間の授業を行う期間は、原則として、定期試験等の期間を含め35週にわたるこ
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ととする。 

第19条 法学研究科博士課程および専門職学位課程については、学年は次の2学期とする。 

  春学期   4月 1日より9月15日まで 

  秋学期   9月16日より翌年3月31日まで 

 ② 法学研究科以外の博士課程および修士課程については、学年をわけて次の2学期4クォー 

ターとする。 

  春学期   4月 1日より9月15日まで 

   第1クォーター 4月1日より6月5日まで 

第2クォーター 6月6日より9月15日まで 

秋学期   9月 16日より翌年3月31日まで 

   第3クォーター 9月16日より11月15日まで 

第4クォーター 11月 16日より翌年3月31日まで 

第20条 本学大学院の休業日は次のとおりとする。 

  日曜日 

  国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

  創立記念日（ 5月26日） 

  春期休業日  3月 5日より3月25日まで 

  夏期休業日  7月20日より9月19日まで 

  冬期休業日 12月24日より翌年1月7日まで 

  臨時休業日はその都度これを定める。 

② 必要がある場合は、学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 

 

第４章 教育課程 

 

第21条 各授業科目の単位数は、次の基準によって計算する。 

１ 講義については、1時間の講義に対し、教室外における2時間の準備のための学修を必

要とすることを考慮して、1 5時間をもって1単位とする。 

２ 演習については、2時間の演習に対し、教室外における1時間の準備のための学修を必

要とすることを考慮して、3 0時間をもって1単位とする。ただし、1時間の演習に対して

教室外における2時間の準備のための学修を必要とする場合は、1 5時間をもって1単位と

することができる。 

 

第１節 人間文化研究科 

第22条 人間文化研究科キリスト教思想専攻における博士前期課程の授業科目ならびにその単

位数は別表第1の1のとおりとする。 

第23条 人間文化研究科キリスト教思想専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりと

する。 

１ 学生は入学後所定の期間内にその主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般につ

いてその指導に従うものとする。 

２ 博士前期課程の必要修得単位数は30単位とし、研究指導8単位を必修とする。 

３ 主たる領域から10単位、他の領域から4単位を修得するほか、研究科共通科目のうちか
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ら 2科目4単位および専門外国語科目のうちから2科目4単位を必修選択科目として修得

しなければならない。 

第24条 人間文化研究科宗教思想専攻における博士後期課程の授業科目ならびにその単位数は

別表第1の2のとおりとする。 

第25条 人間文化研究科宗教思想専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 博士後期課程の必要修得単位数は18単位とし、研究指導12単位を必修とする。 

第26条 人間文化研究科人類学専攻における博士前期課程の授業科目ならびにその単位数は別

表第1の3のとおりとする。 

第27条 人間文化研究科人類学専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内にその主領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 博士前期課程の必要修得単位数は30単位とし、主領域の「研究指導」8単位を必修とす

る。 

３ 研究科共通科目のうちから「文化資源学研究」2単位を含め2科目4単位を、専門科目

のうちから9科目18単位以上を、修得しなければならない。専門科目18単位のうち、文化

人類学を主領域とする場合は「人類学演習（文化人類学）」「民族誌学研究」を含む文化

人類学領域科目10単位以上を、考古学を主領域とする場合は「人類学演習（考古学）」「考

古学方法論研究」を含む考古学領域科目10単位以上を修得しなければならない。 

４ 学生が副領域の科目8単位以上を修得して課程を修了した場合、申請に基づき副領域履

修証明書を授与する。 

５ 前号に関する規定は、別に定める。 

第28条 人間文化研究科人類学専攻における博士後期課程の授業科目ならびにその単位数は別

表第1の4のとおりとする。 

第29条 人間文化研究科人類学専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 博士後期課程の必要修得単位数は18単位とし、研究指導12単位を必修とする。 

第30条 人間文化研究科教育ファシリテーション専攻における修士課程の授業科目ならびにそ

の単位数は別表第1の5のとおりとする。 

第31条 人間文化研究科教育ファシリテーション専攻における修士課程の履修方法は次のとお

りとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内にその主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般につ

いてその指導に従うものとする。 

２ 修士課程の必要修得単位数は30単位とし、研究指導8単位、教育ファシリテーション論

2単位および教育ファシリテーション評価研究2単位を必修とする。 

３ 主たる領域から8単位、他の領域および関連科目（主たる領域で必要単位数を超えて修

得した科目を含む）から8単位を修得し、研究科共通科目のうちから1科目2単位を必修

選択科目として修得しなければならない。 

４ 前号に関する規定は、別に定める。 
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第32条 人間文化研究科言語科学専攻における博士前期課程の授業科目ならびにその単位数は

別表第1の6のとおりとする。 

第33条 人間文化研究科言語科学専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内にその主領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 博士前期課程の必要修得単位数は30単位とし、演習科目8単位を必修とする。また、研

究科共通科目のうちから2科目4単位を必修選択科目として修得しなければならない。 

３ 学生が副領域の科目8単位以上を修得して課程を修了した場合、申請に基づき副領域履

修証明書を授与する。 

４ 前号に関する規程は、別に定める。 

第34条 人間文化研究科言語科学専攻における博士後期課程の授業科目ならびにその単位数は

別表第1の7のとおりとする。 

第35条 人間文化研究科言語科学専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 博士後期課程の必要修得単位数は18単位とし、演習科目12単位を必修とする。 

 

第２節 国際地域文化研究科 

第36条 国際地域文化研究科国際地域文化専攻における博士前期課程の授業科目ならびにその

単位数は別表第2のとおりとする。 

第36条の２ 国際地域文化研究科国際地域文化専攻における博士後期課程の授業科目ならびに

その単位数は別表第2の1のとおりとする。 

第37条 国際地域文化研究科国際地域文化専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおり

とする。 

１ 学生は入学後所定の期間内にその主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般につ

いてその指導に従うものとする。 

２ 博士前期課程の必要修得単位数は30単位とし、演習科目の研究指導6単位および国際地

域文化課題演習2科目4単位ならびに基礎科目のうち地域研究方法論2単位および国際文

化論2単位を必修とする。 

３ 主たる領域から10単位および他の領域から4単位以上を修得し、基礎科目のうち国際関

係論、国際交流・協力論、国際地域文化プロジェクト研究のうちから2単位を必修選択科

目として修得しなければならない。 

第37条の２ 国際地域文化研究科国際地域文化専攻における博士後期課程の履修方法は次のと

おりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 博士後期課程の必要修得単位数は18単位とし、研究指導12単位を必修とする。 

 

第３節 削 除 

第38条 削 除 

第39条 削 除 
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第40条 削 除 

第41条 削 除 

 

第４節 削 除 

第42条 削 除 

第43条 削 除 

第44条 削 除 

第45条 削 除 

第46条 削 除 

第47条 削 除 

 

第５節 削 除 

第48条 削 除 

第49条 削 除 

第50条 削 除 

第51条 削 除 

 

第６節 削 除 

第52条 削 除 

第53条 削 除 

第54条 削 除 

第55条 削 除 

 

第７節 法務研究科 

第56条 法務研究科法務専攻における授業科目ならびにその単位数は別表第7のとおりとする。 

第57条 法務研究科法務専攻における履修方法は、次のとおりとする。 

１ 必要修得単位数は102単位とする。ただし、法学既修者については、別表第7の1に定め

る科目の単位を含めて、102単位とする。 

２ 法律基本科目のうち、別表第7の2に定める25科目56単位（基礎科目38単位、応用科目

18単位）を必修とする。ただし、法学既修者は別表第7の1に定める科目以外の15科目30

単位（基礎科目12単位、応用科目18単位）を必修とする。 

３ 法律実務基礎科目は、民事法演習（要件事実１）、民事実務総合研究（民事裁判の実務）、

民事法研究（専門訴訟の実務）、民事実務演習（要件事実２）、刑事実務総合研究、刑事

実務演習および法曹倫理の7科目14単位を必修とする。 

  ４ 法律基本科目（基礎科目）のうち、憲法基礎研究、民法基礎研究、刑法基礎研究から 

2科目4単位を修得しなければならない。 

５ 基礎法学・隣接科目（人間の尊厳科目）は、2科目4単位を修得しなければならない。 

  ６ 展開・先端科目は12単位以上修得しなければならず、そのうち、労働法（個別紛争）、

労働法（集団紛争）、国際法、国際私法Ａ、国際私法Ｂ、税法、倒産法務（破産）、倒産

法務（民事再生）、経済法Ａ、経済法Ｂ、知的財産権法Ａ、知的財産権法Ｂ、環境法の中

から2科目4単位以上を修得しなければならない。 

７ 第2号、第3号、第4号、第5号および前号において修了要件単位数に算入する科目を除
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き、法律基本科目（憲法基礎研究、民法基礎研究及び刑法基礎研究を除く。）、法律実務

基礎科目、基礎法学・隣接科目（人間の尊厳科目）または展開・先端科目から12単位以上

を修得しなければならない。 

８ 1年次から2年次に進級するためには必修の法律基本科目20単位以上を含む30単位以上

を修得し、別に定める方法で算定した GPA が1.3以上でなければならない。2年次から3年

次に進級するためには必修の法律基本科目48単位以上を含む62単位以上を修得し、別に定

める方法で算定した GPA が1.5以上でなければならない。法学既修者の場合、1年次から2

年次に進級するためには必修の法律基本科目22単位以上を含む32単位以上を修得し、別に

定める方法で算定した GPA が1.5以上でなければならない。長期在学者の場合、1年次か

ら2年次に進級するためには必修の法律基本科目16単位以上を含む22単位以上を修得し、

別に定める方法で算定した GPA が1.3以上でなければならない。2年次から3年次に進級す

るためには必修の法律基本科目34単位以上を含む46単位以上を修得し、別に定める方法で

算定した GPA が1.5以上でなければならない。3年次から4年次に進級するためには必修の

法律基本科目52単位以上を含む70単位以上を修得し、別に定める方法で算定したGPAが1.5

以上でなければならない。 

 

第８節 理工学研究科 

第58条 理工学研究科システム数理専攻、ソフトウェア工学専攻、機械電子制御工学専攻および

データサイエンス専攻における博士前期課程の授業科目ならびにその単位数は、それぞれ別表

第8、別表第8の1、 別 表 第 8の 1の 2、 別表第8の1の3のとおりとする。 

② 前項に規定する授業のうち、本研究科が定める授業科目は、多様なメディアを高度に利用

して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

第58条の２ 理工学研究科システム数理専攻、ソフトウェア工学専攻および機械電子制御工学専

攻における博士後期課程の授業科目ならびにその単位数は、それぞれ別表第8の2、別表第8の2

の1、別表第8の2の2のとおりとする。 

② 前項に規定する授業のうち、本研究科が定める授業科目は、多様なメディアを高度に利用

して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

第59条 理工学研究科システム数理専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に、指導教員を選び、研究一般についてその指導に従うもの

とする。 

２ システム数理専攻の必要修得単位数は30単位とし、研究指導科目8単位を必修とする。 

３ 基礎科目群から4単位以上、専攻科目とシステム数理専攻向けの学際共通科目から8単位

以上を修得しなければならない。 

  ４ 研究科共通科目と理工学研究科の3専攻の基礎科目群から8単位以上、理工学研究科の3

専攻の専攻科目群から12単位以上を修得しなければならない。 

② 理工学研究科システム数理専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について 

その指導に従うものとする。 

２ システム数理専攻の必要修得単位数は20単位とし、研究指導科目12単位を必修とする。 

３ 研究指導科目を除く科目のうちから8単位以上、特にそのうち専攻科目のうちから4単位 

以上、学際共通科目のうちから2単位以上を修得しなければならない。 
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第60条 理工学研究科ソフトウェア工学専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりと

する。 

１ 学生は入学後所定の期間内に、指導教員を選び、研究一般についてその指導に従うもの

とする。 

２ ソフトウェア工学専攻の必要修得単位数は30単位とし、研究指導科目8単位を必修とす

る。 

３ 基礎科目群から4単位以上、専攻科目とソフトウェア工学専攻向けの学際共通科目から8

単位以上を修得しなければならない。 

４ 研究科共通科目と理工学研究科の3専攻の基礎科目群から8単位以上、理工学研究科の3

専攻の専攻科目群から12単位以上を修得しなければならない。 

② 理工学研究科ソフトウェア工学専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとす 

る。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について 

その指導に従うものとする。 

２ ソフトウェア工学専攻の必要修得単位数は20単位とし、研究指導科目12単位を必修とす 

る。 

３ 研究指導科目を除く科目のうちから8単位以上、特にそのうち専攻科目のうちから4単位 

以上、学際共通科目のうちから2単位以上を修得しなければならない。 

第60条の２ 理工学研究科機械電子制御工学専攻における博士前期課程の履修方法は次のとお

りとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に、指導教員を選び、研究一般についてその指導に従うもの

とする。 

２ 機械電子制御工学専攻の必要修得単位数は30単位とし、研究指導科目8単位を必修とす

る。 

３ 基礎科目群から4単位以上、専攻科目と機械電子制御工学専攻向けの学際共通科目から8

単位以上を修得しなければならない。 

４ 研究科共通科目と理工学研究科の3専攻の基礎科目群から8単位以上、理工学研究科の3

専攻の専攻科目群から12単位以上を修得しなければならない。 

② 理工学研究科機械電子制御工学専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとす 

る。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について 

その指導に従うものとする。 

２ 機械電子制御工学専攻の必要修得単位数は20単位とし、研究指導科目12単位を必修とす 

る。 

３ 研究指導科目を除く科目のうちから8単位以上、特にそのうち専攻科目のうちから4単位 

以上、学際共通科目のうちから2単位以上を修得しなければならない。 

 

第61条 理工学研究科データサイエンス専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりと

する。 

１ 学生は入学後所定の期間内に、指導教員を選び、研究一般についてその指導に従うもの

とする。 



 第１部 大学院学則 

110 

２ データサイエンス専攻の必要修得単位数は30単位とし、研究指導科目8単位を必修とす

る。 

３ 研究科共通科目から2単位以上、基礎科目から4単位以上を修得しなければならない。 

４ 専攻科目から10単位以上、副専門領域科目から4単位以上修得しなければならない。な

お、専攻科目は3つの科目群から2つを選択し、選択した2つの科目群に含まれるすべての

科目の単位を修得しなければならない。 

 

第９節 社会科学研究科 

第61条の2 社会科学研究科経済学専攻、経営学専攻および総合政策学専攻における博士前期課

程の授業科目ならびにその単位数は、それぞれ別表第8の3、別表第8の4、別表第8の5の

とおりとする。 

② 前項に規定する授業のうち、本研究科が定める授業科目は、多様なメディアを高度に利用

して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

第61条の3 社会科学研究科経済学専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 経済学専攻の必要修得単位数は30単位とし、研究科選択必修共通科目4単位、研究指導

科目8単位を必修とする。ただし、長期在学を希望して入学した者は、上記の研究指導科

目8単位に加えて、特別研究指導科目4単位を含めた12単位を必修とする。 

３ 研究科選択共通科目のうちから4単位以上、専攻科目のうちから10単位以上修得しなけ

ればならない。 

第61条の4 社会科学研究科経営学専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 経営学専攻の必要修得単位数は30単位とし、研究科選択必修共通科目4単位、研究指導

科目8単位を必修とする。 

３ 研究科選択共通科目のうちから4単位以上、専攻科目のうちから10単位以上修得しなけ

ればならない。 

第61条の5 社会科学研究科総合政策学専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりとす

る。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 総合政策学専攻の必要修得単位数は30単位とし、研究科選択必修共通科目4単位、研究

指導科目8単位を必修とする。 

３ 研究科選択共通科目のうちから4単位以上、専攻科目のうちから10単位以上修得しなけれ

ばならない。 

第61条の6 社会科学研究科経済学専攻、経営学専攻および総合政策学専攻における博士後期課

程の授業科目ならびにその単位数は、それぞれ別表第8の6、別表第8の7、 別表第8の8の

とおりとする。 

第61条の7 社会科学研究科経済学専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について
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その指導に従うものとする。 

２ 経済学専攻の必要修得単位数は16単位とし、学際共通科目2単位、研究指導科目1 2単位

を必修とする。 

３ 専攻科目のうちから2単位以上修得しなければならない。 

第61条の8 社会科学研究科経営学専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 経営学専攻の必要修得単位数は16単位とし、学際共通科目2単位、研究指導科目1 2単位

を必修とする。 

３ 専攻科目のうちから2単位以上修得しなければならない。 

第61条の9 社会科学研究科総合政策学専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとす

る。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 総合政策学専攻の必要修得単位数は16単位とし、学際共通科目2単位、研究指導科目1 2

単位を必修とする。 

３ 専攻科目のうちから2単位以上修得しなければならない。 

 

第１０節 法学研究科 

第61条の10 法学研究科法律学専攻における博士前期課程の授業科目およびその単位数は、別表

第8の9のとおりとする。 

第61条の11 法学研究科法律学専攻における博士前期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内にその主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般につ

いてその指導に従うものとする。 

２ 博士前期課程の必要修得単位数は30単位とし、研究倫理特論2単位および研究指導科目8

単位を必修とする。 

３ 専門共通科目および専門分野科目から18単位以上（研究倫理特論を含め、専門共通科目

6単位以上を含む）ならびに専門演習科目から4単位以上（民事法演習Ａ、民事法演習Ｂ、

憲法演習、行政法演習または刑事法演習のうちから1科目2単位以上を含む）を修得しなけ

ればならない。 

第61条の12 法学研究科法律学専攻における博士後期課程の授業科目およびその単位数は、別表

第8の10のとおりとする。 

第61条の13 法学研究科法律学専攻における博士後期課程の履修方法は次のとおりとする。 

１ 学生は入学後所定の期間内に主たる領域を決定し、指導教員を選び、研究一般について

その指導に従うものとする。 

２ 博士後期課程の必要修得単位数は18単位とし、研究倫理特講1単位、法学研究特講1単位

および研究指導科目12単位を必修とする。 

 

第１１節 試 験 

第62条 本学大学院における正規の授業を受け、所定の授業科目を履修した者に対して試験を行

う。ただし、各研究科委員会において平常成績をもって試験の成績に代えることを認めた授業
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科目については、この限りではない。 

第63条 履修科目に関する試験の方法は、各研究科委員会がこれを決定する。 

第64条 試験の成績は、秀、優、良、可、不可の5種とし、秀、優、良、可を合格として単位を

与え、不可を不合格とする。 

 

第１２節 他大学の大学院における修得単位の認定 

第65条 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他大学の大学院の授業科目を履修す

ることを認めることができる。 

② 本学大学院は学生が前項の規定により授業科目について修得した単位を次の各号に掲げ

る単位を超えない範囲で当該研究科において修得したものとみなすことができる。 

  １ 法務研究科          39単位 

  ２ 削 除 

  ３ 博士前期課程および修士課程  15単位 

  ４ 博士後期課程         10単位 

③  前項に関する規程は、別に定める。 

 

第１３節 入学前の大学院における修得単位の認定 

第66条 本学大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に他の大学

院または本学大学院において修得した単位（科目等履修生および受入れ交換留学科目等履修生

として修得した単位を含む）を次の各号に掲げる単位を超えない範囲で当該研究科において修

得したものとみなすことができる。 

  １ 法務研究科                  39単位 

  ２ 削 除 

  ３ 社会科学研究科および法学研究科の博士前期課程 18単位 

   ただし、他の大学院において修得した単位は、15単位を超えないものとする。 

  ４ 社会科学研究科および法学研究科を除く研究科の博士前期課程および修士課程 

15単位 

  ５ 博士後期課程                 10単位 

② 前項および前条の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、次の各号に掲

げる単位を超えない範囲とする。 

１ 法務研究科                  39単位 

  ２ 削 除 

  ３ 博士前期課程および修士課程          20単位 

   ただし、他の大学院において修得した単位は、15単位を超えないものとする。 

  ４ 博士後期課程                 10単位 

  ５ 削 除 

 

第１４節 法務研究科における法学既修者および転入学者等に係る単位認定 

第67条 法学既修者（法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認めら

れる者）については、30単位を超えない範囲の単位を修得したものとみなす。 

② 前項の修得したものとみなす科目は、別表第7の1に定める。 
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③ 法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数は、第1項の規定により修

得したものとみなす単位数ならびに第65条第2項および第66条第1項に定める修得したものと

みなす単位数と合わせて、39単位を超えないものとする。 

第67条の2 法務研究科の転入学者については、51単位を超えない範囲の単位を修得したものと

みなすことができる。 

第67条の3 南山大学法学部司法特修コースにおいて先行履修した自由科目の「法務研究科開講

科目」(「リーガルライティング」、「法と人間の尊厳(歴史の視点)」、「法と人間の尊厳(哲学

の視点)」、「法と人間の尊厳(生命と法)」、「法と人間の尊厳(犯罪被害者と法)」、「法と人

間の尊厳(企業倫理と法)」)については、6単位を超えない範囲の単位を修得したものとみなすこ

とができる。 

 

第５章 課程の修了 

 

第68条 本学大学院における 長在学年限は、次のとおりとする。 

１ 博士前期課程または修士課程においては4年とする。ただし、特別の理由のある者に対

しては、研究科委員会の議を経て更に1年延長することができる。 

２ 博士後期課程においては、6年とする。 

３ 法務研究科においては、標準修業者は5年、法学既修者は4年、長期在学履修者は6年

とする。ただし、同じ学年次に2年を超えて在学することはできない。 

４ 社会科学研究科博士前期課程および法学研究科博士前期課程において、長期在学を希望

して入学した者に限り、6年とする。 

５ 削 除 

 ② 第3条および第3条の2の標準修業年限、前項の 長在学年限、第96条の休学期間および第 

97条の再入学の 長在学年限の計算においては、第19条第2項の各1クォーターは、3カ月と看 

做す。 

第69条 博士前期課程または修士課程の修了要件は、大学院に2年以上在学し、所定の単位を修

得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査および 終試験に合格することとす

る。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年以上在学すれば足

りるものとする。 

② 第66条第1項により当該研究科の教育課程の一部を履修したと認めるときは、認定した単

位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で当該研究科が定める期

間、在学期間を短縮することができる。ただし、少なくとも1年以上在学するものとする。 

③ 第1項の場合において、当該博士前期課程または修士課程の目的に応じ適当と認められる

ときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができ

る。 

④ 社会科学研究科博士前期課程および法学研究科博士前期課程において、長期在学を希望し

て入学した者の修了要件は、大学院に3年以上在学することとする。 

第70条 博士課程の修了要件は、大学院に5年（博士前期課程または修士課程を修了した者にあ

っては、当該課程における2年の在学期間を含む）以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、

必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査および 終試験に合格することとする。ただし、

在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年（博士前期課程ま



 第１部 大学院学則 

114 

たは修士課程を修了した者にあっては、当該課程における標準修業年限を上限として、その在

学期間を含む）以上在学すれば足りるものとする。 

② 前項の規定にかかわらず、第91条第２号、第３号、第４号、第５号および第６号の規定に

よる入学資格をもって入学した者の在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者について

は、当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

第71条 博士後期課程に所定の年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を

受け退学した者には、満期退学証明書を交付することができる。 

第72条 法務研究科の修了要件は、大学院に3年以上在学し、所定の単位を修得し、別に定める

方法で算定した GPA が1.5以上であることとする。ただし、長期在学を希望して入学した者に

ついては、大学院に4年以上在学することを条件とする。 

第73条 法務研究科の法学既修者については、30単位を超えない範囲の単位を修得したとみなし、

1年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間在学期間を短縮することができる。 

② 法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、入学前の既修得単位につ

いて認定された者について短縮する期間と合わせて、1年を超えないものとする。 

第74条 削 除 

第75条 削 除 

 

第６章 学位およびその授与 

 

第76条 修士の学位は、第69条に定める課程を修了した者に、南山大学学位規程の定めるところ

により学長がこれを授与する。 

第77条 修士論文または特定の課題についての研究の成果（以下「修士論文等」という。）は、

本学大学院の博士前期課程または修士課程に1年以上在学し、履修授業科目について、各研究

科の定める所定の単位を修得した者が、あらかじめ論文等の主題とその研究計画書を提出し、

かつ外国語の学力に関する検定に合格した上でなければこれを提出することができない。ただ

し、当該研究科の定めるところによって検定を省略するか、他の方法をもって替えることがで

きる。 

② 外国語に関する検定は、1カ国語以上について行う。 

③ 社会科学研究科博士前期課程においては、別に定める。 

第78条 修士論文等の審査および 終試験は、当該研究科委員会の定める審査員によりこれを行

う。 

第79条 修士論文等は、専攻科目の専門分野における精深な学識と研究能力とを証示するに足る

ものをもって合格とする。 

第80条 修士の学位に関する 終試験は、論文等の提出者の研究成果を確認する目的をもって修

士論文等を中心として行う。 

第81条 博士の学位は、第70条に定める課程を修了した者に、南山大学学位規程の定めるところ

により学長がこれを授与する。 

第82条 博士論文は、本学大学院の博士後期課程を1カ年以内に修了する見込みの者が、あらか

じめ論文の計画について指導教員の承認を得、かつ、外国語の学力に関する検定に合格した上

でなければ、これを提出することができない。 

第83条 博士論文の審査および 終試験は、当該研究科委員会の定める審査員によりこれを行う。 
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第84条 博士論文は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研

究能力およびその基礎となる豊かな学識を証示するに足るものをもって合格とする。 

第85条 本学大学院各研究科の博士課程を経ずして論文を提出して、博士の学位を請求した者に

ついては、第82条により学位を授与される者と同等以上の学力があると認められる時は、その

論文の審査と 終試験を行い、合格した者にその学位を授与することができる。 

第86条 博士の学位に関する 終試験は、論文提出者の研究成果を確認する目的をもって博士論

文を中心として行う。 

第87条 法務博士の学位は、第72条および第73条に定める課程を修了した者に、南山大学学位規

程の定めるところにより学長がこれを授与する。 

第88条 削 除 

第89条 学位に関する必要事項は、本学則によるほかは、南山大学学位規程の定めるところによ

る。 

 

第７章 入学、休学、退学、留学、転入学、再入学 

 

第90条 本学大学院の博士前期課程、修士課程ならびに専門職学位課程に入学することのできる

者は、次の各号の一に該当する者とする。 

１ 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者 

２ 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者 

３ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者 

４ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における16年の課程を修了した者 

５ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の

課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修

了した者 

６ 専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日

以後に修了した者 

７ 文部科学大臣の指定した者 

８ 大学に3年以上在学した者であって、大学院の各研究科において定める単位を優秀な成

績で修得したと認めた者 

９ 本学大学院の各研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの 

第91条 本学大学院の博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者と

する。 

１ 修士の学位または専門職学位を有する者 

２ 外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者 

３ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位また

は専門職学位に相当する学位を授与された者 

４ 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお
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いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修

了し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 本学大学院の各研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位または専門職

学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの 

第92条 本学大学院の入学時期は、学期の始めとする。 

第93条 本学大学院に入学を志願する者は、別に定める入学検定料を添え、次の書類を提出の上、

各研究科の定めるところの選考試験を受けなければならない。 

１ 本学大学院所定の用紙による入学願書 

２ 終出身学校長の卒業または卒業見込証明書および成績証明書 

３ 近撮影の本人の写真 

第94条 本学大学院の博士前期課程を修了し、当該研究科の博士後期課程に入学を志願する者に

ついても、前条の定めによるものとする。 

第95条 選考試験に合格した者は、別表第9に定める入学金、授業料その他の納入金を添え、本

学大学院所定の用紙による誓約書および戸籍記載事項証明書（外国人の場合は外国人登録済証

明書）を指定された期日までに提出しなければならない。 

② 学長は前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

第96条 病気その他の事由によって休学しようとする者は、その理由を記し、保証人連署の上学

長の許可を得て休学することができる。 

② 1回の休学期間は3カ月以上1年以内とする。ただし、休学期間は在学期間中、通算して、

博士前期課程、修士課程および専門職学位課程においては2年、博士後期課程においては3年を

こえることができない。 

③ 休学期間は、在学年数に算入しない。 

④ 休学期間中は授業料および施設設備費の全額を免除する。 

⑤ 休学期間中は在籍料を納めなければならない。 

⑥ その他休学に関する事項については、別に定める。 

第96条の2 病気のその他の理由により退学を希望する者は、保証人との連署の上、その旨を願 

い出ることができる。ただし、第109条に基づく懲戒については、その手続を開始する旨の通 

知を受けた日から懲戒手続が終了するまでの間は、願い出をすることができない。 

 ② 前項の願い出があるときは、学長は退学を許可する。 

 ③ 学生が死亡した場合には、第1項の願い出は保証人（保証人による届出が困難な場合はそ 

れに代わる者）の届出の提出をもって代えるものとする。 

 ④ その他退学に関する事項については、別に定める。 

第96条の3 次の各号の一に該当する者については、学長は、退学処分を決定することができる。 

１ 授業料その他の納入金を納期を過ぎて完納しない者 

２ 成績が不良で 長修業年限での修了の見込みがないと認められる者 

第97条 願いにより退学した者が再入学を願い出た場合は、各研究科委員会の議を経てこれを許

可することがある。 

② 前項の場合、その在学年限は通算して博士前期課程、修士課程または専門職学位課程（法

務研究科を除く）の場合は4年、ただし、社会科学研究科博士前期課程および法学研究科博士

前期課程において、長期在学を希望して入学した場合は6年、博士後期課程の場合は6年を超
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えることはできない。 

③ 専門職学位課程のうち法務研究科については、その在学年限は通算して標準修業者は5年、

法学既修者は4年、長期在学履修者は6年を超えることはできない。また、同じ学年次に2年

を超えて在学することはできない。 

第98条 一定期間以上外国の大学の大学院に留学して授業科目を履修しようとする者は、保証人

連署の上、許可を願い出なければならない。 

② 留学期間は、その期間を本学大学院における在学期間に算入することができる。 

③ 留学期間中、外国の大学の大学院において修得した単位については、第65条、第66条およ

び第67条の定めを準用する。 

④ 留学期間中、学生は授業料その他の学生納入金を全額納入しなければならない。 

⑤ 留学に関する学内手続その他については、別に定める。 

第99条 他大学の大学院の学生が、本学大学院に転入学を志願したときは、選考の上、これを許

可することがある。 

 ② 転入学に関する事項については、別に定める。 

第100条 （削 除） 

第101条 （削 除） 

第102条 （削 除） 

第103条 （削 除） 

第104条 （削 除） 

 

第８章 学生納入金 

 

第105条 学生は、別表第9に定める授業料、その他の納入金を、所定の期日までに納めなければ

ならない。 

② 授業料、その他の納入金の納入に関する事項については、別に定める。 

③ 授業料、その他の納入金の減免については、別に定める。 

第106条 （削 除） 

 

第９章 科目等履修生、受入れ交換留学科目等履修生および研修生 

 

第107条 本学大学院に科目等履修生、受入れ交換留学科目等履修生および研修生の制度を置く

ことができる。科目等履修生、受入れ交換留学科目等履修生および研修生の納入金は、別表第

9に定めるところによる。その他に関しては別に定める。 

 

第10章 賞 罰 

 

第108条 他の模範となる学生は、これを表彰する。これに関する事項については、別に定める。 

第109条 本学大学院の規則に違反する行為、学生としての本分に反する行為または反社会的な

行為をした者には、学長は懲戒をすることができる。 

② 前項の懲戒の種類は、退学、停学（有期または無期）および戒告とする。 

③ 前項の退学は次の各号の一に該当する者に対して行う。 

１ 本学大学院の秩序を騒乱した者 
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２ 学生としての本分に反した者 

  ３ 犯罪行為など社会秩序を乱した者 

④ その他懲戒に関する事項については、別に定める。 

 

第11章 研究指導施設 

 

第110条 本学大学院にその研究目的を達成するために学生研究室を設ける。 

第111条 大学図書館、その他附属施設は必要に応じ、大学院学生の研究指導のため利用するこ

とができる。 

 

第12章 その他 

 

第112条 大学院に関する必要事項で、大学院学則に定めのないものは、大学学則を準用する。 

第113条 本学大学院において教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教育職員免

許法および同施行規則により所定の単位を修得しなければならない。 

② 教育職員の資格を得ようとする者のため大学院共通科目として別表第10に定める教職に

関する科目を置く。 

③ 教育職員免許状授与の所要資格を得させるための課程を置く研究科・専攻ならびに認定を

受けた免許状の種類は、別表第11のとおりとする。 

 

附  則 

この学則は、昭和33年4月 1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和35年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和37年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和38年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和39年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和44年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和46年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和47年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和48年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和49年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和50年4月1日から施行する。 
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附  則 

１ この学則の改正は、昭和51年4月 1日から施行する。 

２ 昭和51年度および昭和52年度の文学研究科独文学専攻博士後期課程の総定員は、第5条

の規定にかかわらず次のとおりとする。 

       昭和51年度   2人 

       昭和52年度   4人 

附  則 

この学則の改正は、昭和52年4月1日から施行する。 

附  則 

１ この学則の改正は、昭和53年4月 1日から施行する。 

２ 第67条に定める別表第2の適用は次のとおりとする。 

一 昭和53年3月31日以前から在学している学生については別表第2の1 

二 昭和53年度以降の入学者については別表第2の2  

附  則 

この学則の改正は、昭和54年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和55年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和56年2月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和56年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和57年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、入学検定料を昭和58年度入学検定から施行し、その他を昭和58年4月 1

日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和59年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和60年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、入学検定料を昭和61年度入学検定から施行し、その他を昭和61年 4月 1

日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和62年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、昭和63年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、平成元年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、平成2年4月1日から施行する。 
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附  則 

１ この学則の改正は、平成3年4月1日から施行する。 

２ 別表第2の入学検定料については、平成3年度入学検定から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、平成4年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、平成5年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、平成6年4月1日から施行する。 

ただし、別表第1については平成6年度入学生より適用し、平成5年度までの入学生につい

ては、従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、平成7年4月1日から施行する。 

２ 第22条、第23条第1項、第24条第1項、第24条の2、第24条の3、第27条第1項第3号、

第4号、第27条第2項第3号、第28条第1項第3号、第29条第1項第3号、第29条の2第1

項第3号、第29条の3第1項第3号、第4号および第29条の3第2項第3号については、平

成7年度入学生から適用し、平成6年度までの入学生については、従前どおりとする。 

３ 第31条の2および第41条については、平成8年度入学生から適用し、平成7年度までの

入学生については、従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、平成8年4月1日から施行する。 

２ 第26条の2については、平成8年度入学生から適用し、平成7年度までの入学生につい

ては、従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、平成9年4月1日から施行する。 

２ 第31条の3第1項第4号、第5号、第6号、第31条の4第1項第4号、第5号、第6号、

第36条第2項、第41条第1項、第42条、第43条及び第44条については、平成9年度入学生

から適用し、平成8年度までの入学生については、従前どおりとする。 

附  則 

この学則の改正は、平成10年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、平成11年4月1日から施行する。 

附  則 

１ この学則の改正は、平成12年4月 1日から施行する。 

２ 第25条、第26条第1項、第26条の2、第30条第1項第3号、第5号、第6号、第30条第2

項第3号及び第5号については、平成12年度入学生から適用し、平成11年度までの入学生

については、従前どおりとする。 

附  則 

この学則の改正は、平成13年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、平成14年4月1日から施行する。 
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附  則 

この学則の改正は、平成15年4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、平成16年4月1日から施行する。 

ただし、平成15年度までの入学生については、従前のとおりとする。 

附  則 

この学則の改正は、2006年 4月1日から施行する。 

ただし、2005年度までの文学研究科入学生については、別表第8を除き、従前どおりとする。 

附  則 

この学則の改正は、2007年 4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、2008年 4月1日から施行する。ただし、第64条第1項第3号、第93条第2

項に記載する「法務研究科を除く」の部分および第3項については2007年以前に入学した者に

ついては適用しない。 

附  則 

この学則の改正は、2009年 4月1日から施行する。 

附  則 

この学則の改正は、2010年 4月1日から施行する。ただし、第60条に定める試験の成績「秀」

については2010年度秋学期から適用し、春学期については従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、2011年 4月1日から施行する。 

２ 第5条の規定にかかわらず、2011年度から2012年度までの各年度の入学定員および収容

定員は次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課 程 
2011年度 2012年度 

入学 
定員 

収容 
定員 

入学 
定員 

収容 
定員 

国際地域文化研究科 国際地域文化専攻 博士後期課程  3   3  3   6 

法務研究科 法務専攻 専門職学位課程 40 140 40 130 

附  則 

この学則の改正は、2012年 4月 1日から施行する。ただし、第57条第7号、第64条第3号お

よび第93条第3項については、2012年度入学生から適用し、2011年以前に入学した者について

は従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、2013年4月1日から施行する。なお、2013年3月31日以前に数理情報

研究科数理情報専攻博士前期課程および法務研究科法務専攻専門職学位課程に入学し、引

き続き在学する者の授業科目の履修、単位の修得、修了に必要な単位数および要件につい

ては、従前どおりとする。 

２ 第5条の規定にかかわらず、2013年度から2014年度までの各年度の入学定員および収容

定員は次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課 程 
2013年度 2014年度 

入学 
定員 

収容 
定員 

入学 
定員 

収容 
定員 
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 システム数理専攻 博士前期課程 18 18 18 36 

理 工 学 研 究 科 
ソフトウェア工学専攻 博士前期課程 18 18 18 36 

機械電子制御工学専攻 博士前期課程 18 18 18 36 

 計  54 54 54 108 

 

附  則 

１ この学則の改正は、2014年4月1日から施行する。ただし、別表第10（教職に関する科目

（第113条関係））については、2014年3月31日以前に入学し、引き続き在学する者にも適

用する。なお、2014年3月31日以前に経済学研究科経済学専攻博士前期課程、ビジネス研

究科経営学専攻博士前期課程および総合政策研究科総合政策専攻博士前期課程に入学し、

引き続き在学する者の授業科目の履修、単位の修得、修了に必要な単位数については、別

表第10（教職に関する科目（第113条関係））を除き従前どおりとする。 

２ 第5条の規定にかかわらず、2014年度から2015年度までの入学定員および収容定員は次

のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課 程 
2014年度 2015年度 

入学 
定員 

収容 
定員 

入学 
定員 

収容 
定員 

 経 済 学 専 攻 博士前期課程 7 7 7 14 

社 会 科 学 研 究 科 
経 営 学 専 攻 博士前期課程 7 7 7 14 

総 合 政策学 専 攻 博士前期課程 7 7 7 14 

 計  21 21 21 42 

ビ ジ ネ ス 研 究 科 ビ ジ ネ ス 専 攻 専門職学位課程 40 90 40 80 

法 務 研 究 科 法 務 専 攻 専門職学位課程 30 110 30 100 

 

附  則 

１ この学則の改正は、2015年4月1日から施行する。なお、2015年3月31日以前に数理情報 

研究科数理情報専攻博士後期課程に入学し、引き続き在学する者の授業科目の履修、単位 

の修得、修了に必要な単位数については、従前どおりとする。 

２ 第57条第2号、第3号、第6号、別表第4の2（第46条関係）、別表第7（第56条関係）[法律基

本科目]、[実務基礎科目]、別表第7の2（第57条第2号関係）については、2015年度入学生から

適用し、2015年3月31日以前に入学した者については従前どおりとする。 

  ３ 別表第7（第56条関係）[展開・先端科目]のうち、「少年法」については、2015年度入 

学生から適用し、2015年3月31日以前に入学した者については従前どおりとする。 

  ４ 第4条の規定にかかわらず、数理情報研究科数理情報専攻博士後期課程については、当 

該研究科・専攻に在学する者がいなくなる日までの間、存続するものとする。 

５ 第5条の規定にかかわらず、2015年度から2016年度までの入学定員および収容定員は次 

のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課 程 

2015年度 2016年度 

入学 
定員 

収容 
定員 

入学 
定員 

収容 
定員 

 システム数理専攻 博士後期課程 2 2 2 4 

理 工 学 研 究 科 ソフトウェア工学専攻 博士後期課程 2 2 2 4 
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 機械電子制御工学専攻 博士後期課程 2 2 2 4 

 計  6 6 6 12 

数 理 情 報 研 究 科 数 理 情 報 専 攻 博士後期課程 0 20 0 10 

 

附  則 

１ この学則の改正は、2016年4月1日から施行する。なお、2016年3月31日以前にビジネス

研究科経営学専攻博士後期課程、総合政策研究科総合政策専攻博士後期課程に入学し、引

き続き在学する者の授業科目の履修、単位の修得、修了に必要な単位数については、従前

どおりとする。 

２ 第4条の規定にかかわらず、ビジネス研究科経営学専攻博士後期課程、総合政策研究科

総合政策専攻博士後期課程については、当該研究科・専攻に在学する者がいなくなる日ま

での間、存続するものとする。 

３ 第57条第1号、第2号、第4号、第8号、別表第7（第56条関係）のうち「憲法基礎研究」

「民法基礎研究」「刑法基礎研究」、別表第7の1（第57条第1号関係）については、2016

年度入学生から適用し、2016年3月31日以前に入学した者については、従前どおりとする。 

４ 別表第7[展開・先端科目]のうち、「国際法」については、2016年度入学生から適用し、

2016年3月31日以前に入学した者については従前どおりとする。 

５ 第5条の規定にかかわらず、2016年度から2017年度までの入学定員および収容定員は次

のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程 

2016年度 2017年度 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

社会科学研究科 

経済学専攻 博士後期課程 3 3 3 6 

経営学専攻 博士後期課程 3 3 3 6 

総合政策学専攻 博士後期課程 3 3 3 6 

計  9 9 9 18 

ビジネス研究科 経営学専攻 博士後期課程 0 10 0 5 

総合政策研究科 総合政策専攻 博士後期課程 0 10 0 5 

法務研究科 法務専攻 専門職学位課程 20 80 20 70 

   

附  則 

１ この学則の改正は、2017年4月1日から施行する。なお、2017年3月31日以前にビジネス

研究科ビジネス専攻専門職学位課程に入学し、引き続き在学する者の授業科目の履修、単

位の修得、修了に必要な単位数については、従前どおりとする。 

２ 第4条の規定にかかわらず、ビジネス研究科ビジネス専攻専門職学位課程については、

当該研究科・専攻に在学する者がいなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 第65条および第66条については、2016年度入学生から適用し、2016年3月31日以前に入

学した者については従前どおりとする。 

４ 第33条第1項第2号、第35条第1項第2号、第59条第1項第2号、第3号、第4号、第60条第1

項第2号、第3号、第4号、第61条第1項第2号、第3号、第4号、第66条第1項第1号、第67条

第3項、別表第1の1（第22条関係）、別表第1の2（第24条関係）、別表第1の3（第26条関

係）、別表第1の4（第28条関係）、別表第1の5（第30条関係）、別表第1の6（第32条関係）、

別表第1の7（第34条関係）、別表第2（第36条関係）、別表第2の1（第36条の2関係）、別

表第7（第56条関係）、別表第8（第58条関係）、別表第8の1（第58条関係）、別表第8の2

（第58条関係）、別表第8の3（第61条の2関係）、別表第8の4（第61条の2関係）、別表第

8の5（第61条の2関係）、別表第10（第113条関係）、別表第11（第113条関係）について
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は、2017年度入学生から適用し、2017年3月31日以前に入学した者については従前どおり

とする。 

５ 第5条の規定にかかわらず、2017年度の入学定員および収容定員は次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程 

2017年度 

入学 

定員 

収容 

定員 

ビジネス研究科 ビジネス専攻 専門職学位課程 0 40 

 

附  則 

１ この学則の改正は、2018年4月1日から施行する。 

２ 別表第８の２については、2017年度入学者から適用し、2017年3月31日以前に入学した

者については従前どおりとする。 

３ 第57条、別表第８の２の１、別表第８の２の２および別表第８の２の３については、2018

年度入学者から適用し、2018年3月31日以前に入学した者については従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、2019年4月1日から施行する。 

２ 第5条の規定にかかわらず、2019年度から2020年度までの各年度の入学定員および収容

定員は次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課 程 
2019年度 2020年度 

入学 
定員 

収容 
定員 

入学 
定員 

収容 
定員 

法学研究科 法律学専攻 
博士前期課程 6 6 6 12 

博士後期課程 3 3 3 6 

３ 別表第８の６(第61条の7関係)、別表第８の７(第61条の8関係)、別表第８の８(第61条

の9関係)および別表第11については、2019年度入学生から適用し、2019年3月31日以前に

入学した者については従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、2020 年 4 月 1日から施行する。 

２ 第 27 条、第 59 条第 1項第 2号、第 60 条第 1項第 2号、第 61 条第 1項第 2号、別表第

１の１、別表第１の３、別表第１の５、別表第１の６、別表第７（第 56 条関係）、別表第

７の１（第 57 条第 1号関係）および別表第７の２（第 57 条第 2号関係）については、2020

年度入学生から適用し、2020年3月31日以前に入学した者については従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、2020 年 9 月 1日から施行する。 

２ 第 65 条第 2項、第 66 条、第 69 条第 2項については、2020 年 9 月 1日以降の入学生か

ら適用し、2020 年 8 月 31 日以前に入学した者については従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、2021年4月1日から施行する。 

２ 別表第２の１、別表第８の３、別表８の５および別表８の８については、2021年度入学

生から適用し、2021年3月31日以前に入学した者については従前どおりとする。 

 ３ 別表第７（第56条関係）については、標準修業者は2021年度入学生から適用し、2021年

3月31日以前に入学した者については従前どおりとする。法学既修者は2022年度入学生か



第１部 大学院学則  

125 

ら適用し、2022年3月31日以前に入学した者は従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、2022年4月1日から施行する。 

２ 第57条第3号および別表第7（第56条関係）については、2022年度入学生から適用し、2022

年3月31日以前に入学した者については従前どおりとする。 

附  則 

１ この学則の改正は、2023年4月1日から施行する。なお、2023年3月31日以前に理工学研

究科システム数理専攻博士前期課程に入学し、引き続き在学する者の授業科目の履修、単

位の修得、修了に必要な単位数については、従前どおりとする。 

２ 第4条の規定にかかわらず、理工学研究科システム数理専攻博士前期課程については、

当該研究科・専攻に在学する者がいなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 第5条の規定にかかわらず、2023年度から2024年度までの入学定員および収容定員は次

のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程 

2023年度 2024年度 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

理工学研究科 データサイエンス専攻 博士前期課程 10 10 10 20 

４ 別表第8の9（第61条の10関係）および別表第8の10（第61条の12関係）については、2023

年度入学生から適用し、2023年3月31日以前に入学した者については、従前どおりとする。 

附  則 

  この学則の改正は、2024年4月1日から施行する。 

 

別  表 第１の１ 人間文化研究科キリスト教思想専攻における博士前期課程の授業科目

ならびにその単位数（第22条関係） 

   [専門科目] 

聖 書 神 学 概 論  (2単位) 

組 織 神 学 概 論  (2単位) 

諸 宗 教 の 神 学 概 論  (2単位) 

旧 約 聖 書 研 究  (2単位) 

新 約 聖 書 研 究  (2単位) 

組 織 神 学 研 究  (2単位) 

諸 宗 教 の 神 学 研 究  (2単位) 

倫 理 神 学 研 究  (2単位) 

実 践 神 学 研 究  (2単位) 

教 父 思 想 研 究  (2単位) 

キ リ ス ト 教 精 神 史 研 究  (2単位) 

キ リ ス ト 教 文 化 研 究  (2単位) 

古 代 哲 学 研 究  (2単位) 

中 世 哲 学 研 究  (2単位) 

近 世 ・ 現 代 哲 学 研 究  (2単位) 

宗 教 史 研 究  (2単位) 
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宗 教 学 研 究  (2単位) 

宗 教 社 会 学 研 究  (2単位) 

宗 教 心 理 学 研 究  (2単位) 

比 較 宗 教 学 研 究  (2単位) 

宗 教 哲 学 研 究  (2単位) 

古 典 語 学 （ヘブライ語）Ａ  (2単位) 

古 典 語 学 （ヘブライ語）Ｂ  (2単位) 

古 典 語 学 （ ラ テ ン 語 ） Ａ  (2単位) 

古 典 語 学 （ ラ テ ン 語 ） Ｂ  (2単位) 

古 典 語 学 （ギリシャ語）Ａ  (2単位) 

古 典 語 学 （ギリシャ語）Ｂ  (2単位) 

現 代 語 講 読 Ａ  (2単位) 

現 代 語 講 読 Ｂ  (2単位) 

   [研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

   [人間文化研究科共通科目] 

キ リ ス ト 教 的 人 間 論  (2単位) 

人 間 文 化 と 社 会  (2単位) 

人 間 と 言 語  (2単位) 

人 間 関 係 論  (2単位) 

文 化 資 源 学 研 究  (2単位) 

 

別  表 第１の２ 人間文化研究科宗教思想専攻における博士後期課程の授業科目ならび

にその単位数（第24条関係） 

[専門科目] 

宗教思想特殊研究（神 学）Ａ  (2単位) 

宗教思想特殊研究（神 学）Ｂ  (2単位) 

宗教思想特殊研究（哲 学）Ａ  (2単位) 

宗教思想特殊研究（哲 学）Ｂ  (2単位) 

宗教思想特殊研究（宗教学）Ａ  (2単位) 

宗教思想特殊研究（宗教学）Ｂ  (2単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 
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研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｄ  (1単位) 

 

別  表 第１の３ 人間文化研究科人類学専攻における博士前期課程の授業科目ならびに

その単位数（第26条関係） 

   [専門科目] 

人 類 進 化 史 研 究  (2単位) 

情 報 処 理 研 究  (2単位) 

人 類 学 理 論 研 究  (2単位) 

民 族 誌 学 研 究  (2単位) 

歴史人類学研究 （グローバル社会論） (2単位) 

歴史人類学研究 （ナショナリズム論） (2単位) 

社会人類学研究 （ 宗 教 人 類 学 ） (2単位) 

社会人類学研究 （ 民 族 芸 術 論 ） (2単位) 

人類学応用論研究 （ 医 療 人 類 学 ） (2単位) 

人類学応用論研究 （ 国 際 協 力 論 ） (2単位) 

人 類 学 演 習 （ 文 化 人 類 学 ） (2単位) 

考 古 学 理 論 研 究  (2単位) 

考 古 学 方 法 論 研 究  (2単位) 

地域考古学研究 （日本列島先史時代） (2単位) 

地域考古学研究 （日本列島歴史時代） (2単位) 

地域考古学研究 （ 朝鮮半島･東アジア） (2単位) 

地域考古学研究 （中国大陸先史時代） (2単位) 

地域考古学研究 （中国大陸歴史時代） (2単位) 

地域考古学研究 （ 環 太 平 洋 ） (2単位) 

環 境 考 古 学 研 究  (2単位) 

人 類 学 演 習 （ 考 古 学 ） (2単位) 

    

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ (文化人類学)  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ (文化人類学)  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ (文化人類学)  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ (文化人類学)  (1単位) 
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研 究 指 導 Ⅱ Ａ (文化人類学)  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ (文化人類学)  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ (文化人類学)  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ (文化人類学)  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ ( 考 古 学 )  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ ( 考 古 学 )  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ ( 考 古 学 )  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ ( 考 古 学 )  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ ( 考 古 学 )  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ ( 考 古 学 )  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ ( 考 古 学 )  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ ( 考 古 学 )  (1単位) 

   [人間文化研究科共通科目] 

キ リ ス ト 教 的 人 間 論  (2単位) 

人 間 文 化 と 社 会  (2単位) 

人 間 と 言 語  (2単位) 

人 間 関 係 論  (2単位) 

文 化 資 源 学 研 究  (2単位) 

 

別  表 第１の４ 人間文化研究科人類学専攻における博士後期課程の授業科目ならびに

その単位数（第28条関係） 

[専門科目] 

人類学特殊研究（文化人類学）Ａ  (2単位) 

人類学特殊研究（文化人類学）Ｂ  (2単位) 

人類学特殊研究（考 古 学）Ａ  (2単位) 

人類学特殊研究（考 古 学）Ｂ  (2単位) 

人類学特殊研究（地 域 研 究）Ａ  (2単位) 

人類学特殊研究（地 域 研 究）Ｂ  (2単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｄ  (1単位) 
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別  表 第１の５ 人間文化研究科教育ファシリテーション専攻における修士課程の授業科目

ならびにその単位数（第30条関係） 

   [専門科目] 

教 育 フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 論  (2単位) 

教育ファシリテーション評価研究  (2単位) 

教 育 心 理 学 研 究  (2単位) 

発 達 心 理 学 研 究  (2単位) 

臨 床 心 理 学 研 究  (2単位) 

学 校 心 理 学 研 究  (2単位) 

障 害 児 教 育 実 践 研 究  (2単位) 

教 育 臨 床 研 究  (2単位) 

グ ル ー プ ・ ア プ ロ ー チ 研 究  (2単位) 

体験学習ファシリテーション基礎研究  (2単位) 

体験学習ファシリテーション応用研究  (2単位) 

フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 研 究 Ａ  (2単位) 

フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン 研 究 Ｂ  (2単位) 

組 織 開 発 研 究  (2単位) 

教 育 社 会 学 研 究  (2単位) 

カ リ キ ュ ラ ム 研 究  (2単位) 

キ ャ リ ア ・ ガ イ ダ ン ス 研 究  (2単位) 

学 校 カ ウ ン セ リ ン グ 実 践 研 究  (2単位) 

心 理 ア セ ス メ ン ト 実 践 研 究  (2単位) 

   [研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

   [人間文化研究科共通科目] 

キ リ ス ト 教 的 人 間 論  (2単位) 

人 間 文 化 と 社 会  (2単位) 

人 間 と 言 語  (2単位) 

人 間 関 係 論  (2単位) 

文 化 資 源 学 研 究  (2単位) 

 

別  表 第１の６ 人間文化研究科言語科学専攻における博士前期課程の授業科目ならび

にその単位数（第32条関係） 

   [専門科目] 

言 語 運 用 能 力 論 （ 英  語 ）  (2単位) 
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言 語 運 用 能 力 論 （ 日 本 語 ）  (2単位) 

言 語 学 概 論 Ａ  (2単位) 

言 語 学 概 論 Ｂ  (2単位) 

日 本 語 教 育 概 論 Ⅰ  (1単位) 

日 本 語 教 育 概 論 Ⅱ  (1単位) 

日 本 語 教 育 概 論 Ⅲ  (1単位) 

日 本 語 教 育 概 論 Ⅳ  (1単位) 

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 論  (2単位) 

統 語 論 概 論  (2単位) 

意 味 論 概 論  (2単位) 

音 韻 論 概 論  (2単位) 

心 理 言 語 学 概 論  (2単位) 

言 語 理 論 研 究 Ａ  (2単位) 

言 語 理 論 研 究 Ｂ  (2単位) 

日 本 語 文 法 論 Ａ  (2単位) 

日 本 語 文 法 論 Ｂ  (2単位) 

英 語 文 法 論 Ａ  (2単位) 

英 語 文 法 論 Ｂ  (2単位) 

異 文 化 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 論  (2単位) 

第 二 言 語 習 得 概 論  (2単位) 

言 語 教 育 工 学  (2単位) 

日 本 語 教 育 研 究 Ａ  (2単位) 

日 本 語 教 育 研 究 Ｂ  (2単位) 

英 語 教 育 研 究 Ａ  (2単位) 

英 語 教 育 研 究 Ｂ  (2単位) 

コミュニケーション教育研究Ａ  (2単位) 

コミュニケーション教育研究Ｂ  (2単位) 

言 語 習 得 論 研 究 Ａ  (2単位) 

言 語 習 得 論 研 究 Ｂ  (2単位) 

   [演習科目] 

研 究 指 導 Ⅰ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅵ  (1単位) 

言 語 科 学 課 題 演 習 Ａ  (1単位) 

言 語 科 学 課 題 演 習 Ｂ  (1単位) 

   [人間文化研究科共通科目] 

キ リ ス ト 教 的 人 間 論  (2単位) 

人 間 文 化 と 社 会  (2単位) 
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人 間 と 言 語  (2単位) 

人 間 関 係 論  (2単位) 

文 化 資 源 学 研 究  (2単位) 

 

別  表 第１の７ 人間文化研究科言語科学専攻における博士後期課程の授業科目ならび

にその単位数（第34条関係） 

[専門科目] 

言語科学特殊研究（言 語 理 論）Ａ  (2単位) 

言語科学特殊研究（言 語 理 論）Ｂ  (2単位) 

言語科学特殊研究（言語表現論）Ａ  (2単位) 

言語科学特殊研究（言語表現論）Ｂ  (2単位) 

言語科学特殊研究（言語習得論）Ａ  (2単位) 

言語科学特殊研究（言語習得論）Ｂ  (2単位) 

[演習科目] 

研 究 指 導 Ⅰ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅵ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅶ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅷ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅸ  (1単位) 

言 語 科 学 課 題 演 習 Ａ  (1単位) 

言 語 科 学 課 題 演 習 Ｂ  (1単位) 

言 語 科 学 課 題 演 習 Ｃ  (1単位) 

 

別  表 第２ 国際地域文化研究科国際地域文化専攻における博士前期課程の授業科目な

らびにその単位数（第36条関係） 

   [基礎科目] 

地 域 研 究 方 法 論  (2単位) 

国 際 文 化 論  (2単位) 

国 際 関 係 論  (2単位) 

国 際 交 流 ・ 協 力 論  (2単位) 

国際地域文化プロジェクト研究Ａ  (1単位) 

国際地域文化プロジェクト研究Ｂ  (1単位) 

   [専門科目] 

ア メ リ カ 文 化 研 究  (2単位) 

ア メ リ カ 思 想 ・ 宗 教 研 究  (2単位) 

英 語 圏 文 学 研 究  (2単位) 

ア メ リ カ 歴 史 社 会 研 究  (2単位) 

ア メ リ カ 民 族 集 団 ・ 人 種 関 係 研 究  (2単位) 
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ア メ リ カ 政 治 社 会 研 究  (2単位) 

ア メ リ カ 経 済 研 究  (2単位) 

ア メ リ カ 外 交 研 究  (2単位) 

日 米 関 係 研 究  (2単位) 

日 米 比 較 社 会 研 究  (2単位) 

ア メ リ カ 特 殊 研 究  (2単位) 

英 語 表 現 研 究 Ⅰ  (2単位) 

英 語 表 現 研 究 Ⅱ  (2単位) 

論 文 作 成 法 Ⅰ ( ア メ リ カ )  (1単位) 

論 文 作 成 法 Ⅱ ( ア メ リ カ )  (1単位) 

ス ペ イ ン 文 化 研 究  (2単位) 

ス ペ イ ン 思 想 研 究  (2単位) 

ス ペ イ ン 文 学 研 究  (2単位) 

ス ペ イ ン 社 会 ･ 政 治 研 究  (2単位) 

ス ペ イ ン 語 圏 言 語 研 究  (2単位) 

ラ テ ン ア メ リ カ 文 化 研 究  (2単位) 

ラ テ ン ア メ リ カ 社 会 研 究  (2単位) 

ラ テ ン ア メ リ カ 政 治 研 究  (2単位) 

ラ テ ン ア メ リ カ 経 済 研 究  (2単位) 

ブ ラ ジ ル 社 会 ・ 経 済 研 究  (2単位) 

スペイン・ラテンアメリカ特殊研究  (2単位) 

ス ペ イ ン 語 表 現 研 究 Ⅰ  (2単位) 

ス ペ イ ン 語 表 現 研 究 Ⅱ  (2単位) 

論文作成法Ⅰ(スペイン・ラテンアメリカ)  (1単位) 

論文作成法Ⅱ(スペイン・ラテンアメリカ)  (1単位) 

ア ジ ア ・ 日 本 文 化 交 流 研 究  (2単位) 

ア ジ ア ・ 日 本 歴 史 関 係 研 究  (2単位) 

ア ジ ア ・ 日 本 国 際 関 係 研 究  (2単位) 

現 代 日 本 社 会 研 究  (2単位) 

近 代 日 本 歴 史 社 会 研 究  (2単位) 

近 現 代 日 本 文 学 研 究  (2単位) 

日 本 古 典 文 学 研 究  (2単位) 

現 代 中 国 社 会 研 究  (2単位) 

現 代 中 国 文 学 研 究  (2単位) 

東 南 ア ジ ア 社 会 研 究  (2単位) 

東 南 ア ジ ア 文 化 研 究  (2単位) 

ア ジ ア ・ 日 本 特 殊 研 究  (2単位) 

中 国 語 表 現 研 究 Ⅰ  (2単位) 

中 国 語 表 現 研 究 Ⅱ  (2単位) 

論 文 作 成 法 Ⅰ ( ア ジ ア ・ 日 本 )  (1単位) 

論 文 作 成 法 Ⅱ ( ア ジ ア ・ 日 本 )  (1単位) 
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   [演習科目] 

国際地域文化課題演習Ⅰ（文化と思想） (2単位) 

国際地域文化課題演習Ⅰ（歴史と社会） (2単位) 

国際地域文化課題演習Ⅰ（ 国 際 関 係 ） (2単位) 

国際地域文化課題演習Ⅱ（文化と思想） (2単位) 

国際地域文化課題演習Ⅱ（歴史と社会） (2単位) 

国際地域文化課題演習Ⅱ（ 国 際 関 係 ） (2単位) 

研 究 指 導 Ⅰ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅵ  (1単位) 

 

別  表 第２の１ 国際地域文化研究科国際地域文化専攻における博士後期課程の授業科

目ならびにその単位数（第36条の2関係） 

   [専門科目] 

文 化 史 Ａ （ 文 化 交 流 史 研 究 ）  (2単位) 

文 化 史 Ｂ （ 近 現 代 史 研 究 ）  (2単位) 

文 化 史 Ｃ （ 物 質 文 化 研 究 ）  (2単位) 

文 学 論 Ａ （ 文 学 ・ 文 化 研 究 ）  (2単位) 

文 学 論 Ｂ （ 文 学 研 究 ）  (2単位) 

文 学 論 Ｃ （ 言 語 ・ 文 化 研 究 ）  (2単位) 

エスニシティ研究Ａ（人種・民族研究）  (2単位) 

エスニシティ研究Ｂ（宗教・社会研究）  (2単位) 

エスニシティ研究Ｃ（多民族社会研究）  (2単位) 

国 際 関 係 論 A （ 外 交 史 研 究 ）  (2単位) 

国 際 関 係 論 B （ 安 全 保 障 論 ）  (2単位) 

国 際 関 係 論 C （ 国 際 経 済 論 ）  (2単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅵ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅵ Ｂ  (1単位) 
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別  表 第３ 削 除 

 

別  表 第３の１ 削 除 

 

別  表 第４ 削 除 

 

別  表 第４の１ 削 除 

 

別  表 第４の２ 削 除 

 

別  表 第５ 削 除 

 

別  表 第５の１ 削 除 

 

別  表 第６ 削 除 

 

別  表 第６の１ 削 除 

 

別  表 第６の２ 削 除 

 

別  表 第６の３ 削 除 

 

別  表 第７ 法務研究科法務専攻における授業科目ならびにその単位数（第56条関係） 

   [法律基本科目] 

[基礎科目] 

憲 法 （ 統    治 ） (2単位) 

憲 法 （ 人    権 ） (2単位) 

行 政 法   (2単位) 

民 法 （ 契  約  法 ） (4単位) 

民 法 （ 物  権  法 ） (2単位) 

民 法 （ 担  保  法 ） (2単位) 

民 法 （不法行為法） (2単位) 

民 法 （ 家  族  法 ） (2単位) 

商 法 （ 会  社  法 ） (4単位) 

商 法    

（ 商 法 総 則 ・ 商 行 為 法 ）  (2単位) 

民 事 訴 訟 法 Ⅰ   (2単位) 

民 事 訴 訟 法 Ⅱ   (2単位) 

刑 法 Ⅰ   (4単位) 

刑 法 Ⅱ   (2単位) 
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刑 事 訴 訟 法 Ⅰ   (2単位) 

刑 事 訴 訟 法 Ⅱ   (2単位) 

憲 法 基 礎 研 究   (2単位) 

民 法 基 礎 研 究   (2単位) 

刑 法 基 礎 研 究   (2単位) 

リーガルライティング   (2単位) 

[応用科目] 

憲 法 （ 憲 法 訴 訟 ） (2単位) 

憲 法 演 習   (2単位) 

行 政 法 演 習   (2単位) 

民 法 演 習 Ⅰ   (2単位) 

民 法 演 習 Ⅱ   (2単位) 

商 法 演 習   (2単位) 

民 事 訴 訟 法 演 習   (2単位) 

刑 法 演 習   (2単位) 

刑 事 訴 訟 法 演 習   (2単位) 

公 法 事 例 研 究   (2単位) 

民 事 法 事 例 研 究 Ａ   (2単位) 

民 事 法 事 例 研 究 Ｂ   (2単位) 

刑 法 事 例 研 究   (2単位) 

刑 事訴訟法 事例研究   (2単位) 

[法律実務基礎科目] 

民 事 法 研 究 （専門訴訟の実務） (2単位) 

民 事 法 演 習 （要件事実１）  (2単位) 

民 事 実 務 総 合 研 究 （民事裁判の実務） (2単位) 

民 事 実 務 演 習 （要件事実２）  (2単位) 

刑 事 実 務 総 合 研 究   (2単位) 

刑 事 実 務 演 習   (2単位) 

法 曹 倫 理   (2単位) 

紛 争 解 決 （ロイヤリング） (2単位) 

法務エクスターンシップ   (2単位) 

模 擬 裁 判   (2単位) 

   [基礎法学・隣接科目（人間の尊厳科目）] 

法 と 人 間 の 尊 厳 （歴史の視点） (2単位) 

法 と 人 間 の 尊 厳 （哲学の視点） (2単位) 

法 と 人 間 の 尊 厳 （ 生 命 と 法 ）  (2単位) 

法 と 人 間 の 尊 厳 （犯罪被害者と法） (2単位) 

法 と 人 間 の 尊 厳 （企業倫理と法） (2単位) 

   [展開・先端科目] 

労 働 法 （個 別 紛 争） (2単位) 

労 働 法 （集 団 紛 争） (2単位) 
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支 払 決 済 法   (2単位) 

社 会 保 障 と 法   (2単位) 

消 費 者 法   (2単位) 

国 際 法   (2単位) 

国 際 私 法 Ａ   (2単位) 

国 際 私 法 Ｂ   (2単位) 

少 年 法   (2単位) 

医 療 と 法   (2単位) 

企 業 法 務 （ 会 社 法 務 ） (2単位) 

企 業 法 務   

（ ビ ジ ネ ス ・ プ ラ ン ニ ン グ ） (2単位) 

税 法   (2単位) 

倒 産 法 務 （ 破   産 ） (2単位) 

倒 産 法 務 （ 民 事 再 生 ） (2単位) 

民 事 執 行 ・ 保 全 法   (2単位) 

不 動 産 法 務   (2単位) 

経 済 法 Ａ   (2単位) 

経 済 法 Ｂ   (2単位) 

知 的 財 産 権 法 Ａ   (2単位) 

知 的 財 産 権 法 Ｂ   (2単位) 

保 険 法   (2単位) 

環 境 法   (2単位) 

地 方 自 治 法   (2単位) 

金 融 商 品 取 引 法   (2単位) 
 

別  表 第７の１ 法務研究科における法学既修者の単位認定科目（第57条第1号関係） 

憲 法 （統   治） (2単位) 

憲 法 （人   権） (2単位) 

民 法 （契  約  法） (4単位) 

民 法 （物  権  法） (2単位) 

民 法 （担  保  法） (2単位) 

民 法 （不法行為法） (2単位) 

民 法 （家  族  法） (2単位) 

商 法 （会  社  法） (4単位) 

商 法    

（ 商 法 総 則 ・ 商 行 為 法 ） (2単位) 

刑 法 Ⅰ   (4単位) 

法 律 基 本 科 目 （ 選 択 必 修 ） (4単位) 
 

別  表 第７の２ 法務研究科における法律基本科目必修科目（第57条第2号関係） 

憲 法 （ 統 治 ） (2単位) 

憲 法 （ 人 権 ） (2単位) 
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憲 法 （ 憲 法 訴 訟 ） (2単位) 

行 政 法   (2単位) 

憲 法 演 習   (2単位) 

行 政 法 演 習   (2単位) 

民 法 （ 契 約 法 ） (4単位) 

民 法 （ 物 権 法 ） (2単位) 

民 法 （ 担 保 法 ） (2単位) 

民 法 （不法行為法） (2単位) 

民 法 （ 家 族 法 ） (2単位) 

商 法 （ 会 社 法 ） (4単位) 

商 法    

（ 商 法 総 則 ・ 商 行 為 法 ） (2単位) 

民 事 訴 訟 法 Ⅰ   (2単位) 

民 事 訴 訟 法 Ⅱ   (2単位) 

民 法 演 習 Ⅰ   (2単位) 

民 法 演 習 Ⅱ   (2単位) 

商 法 演 習   (2単位) 

民 事 訴 訟 法 演 習   (2単位) 

刑 法 Ⅰ   (4単位) 

刑 法 Ⅱ   (2単位) 

刑 事 訴 訟 法 Ⅰ   (2単位) 

刑 事 訴 訟 法 Ⅱ   (2単位) 

刑 法 演 習   (2単位) 

刑 事 訴 訟 法 演 習   (2単位) 

 

別  表 第８ 理工学研究科システム数理専攻博士前期課程における授業科目ならびにそ

の単位数（第58条関係） 

   [研究科共通科目] 

科 学 技 術 と 倫 理  (2単位) 

科 学 技 術 英 語  (2単位) 

[基礎科目群] 

オペレーションズ・リサーチ概論  (2単位) 

数 理 統 計 学 概 論  (2単位) 

微 分 方 程 式 研 究  (2単位) 

[専攻科目] 

適 化 モ デ ル 研 究  (2単位) 

空 間 解 析 研 究  (2単位) 

多 変 量 解 析 研 究  (2単位) 

統 計 学 研 究  (2単位) 

デ ー タ 解 析 研 究  (2単位) 

適 化 手 法 研 究  (2単位) 
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[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ  (1単位) 

 

別  表 第８の１ 理工学研究科ソフトウェア工学専攻博士前期課程における授業科目な

らびにその単位数（第58条関係） 

[研究科共通科目] 

科 学 技 術 と 倫 理  (2単位) 

科 学 技 術 英 語  (2単位) 

   [基礎科目群]    

ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 概 論  (2単位) 

情 報 科 学 概 論  (2単位) 

ア ル ゴ リ ズ ム 研 究  (2単位) 

[専攻科目] 

数 理 論 理 学 研 究  ( 2単位) 

ソ フ ト ウ ェ ア ア ー キ テ ク チ ャ  ( 2単位) 

ソ フ ト ウ ェ ア 要 求 工 学  ( 2単位) 

ソ フ ト ウ ェ ア 構 築 と 保 守  ( 2単位) 

正 当 性 検 証 と 妥 当 性 確 認  ( 2単位) 

組 込 み シ ス テ ム 工 学 研 究  ( 2単位) 

ソ フ ト ウ ェ ア 生 産 管 理 研 究  ( 2単位) 

   [研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  ( 1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  ( 1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  ( 1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  ( 1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ  ( 1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ  ( 1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ  ( 1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ  ( 1単位) 

 

別  表 第８の１の２ 理工学研究科機械電子制御工学専攻博士前期課程における授業科

目ならびにその単位数（第58条関係） 

   [研究科共通科目] 
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科 学 技 術 と 倫 理  ( 2単位) 

科 学 技 術 英 語  ( 2単位) 

   [基礎科目群]   

シ ス テ ム 工 学 概 論  ( 2単位) 

通 信 工 学 概 論  ( 2単位) 

計 算 数 理 研 究  ( 2単位) 

[専攻科目] 

通 信 プ ロ ト コ ル 研 究  ( 2単位) 

電 子 工 学 研 究  ( 2単位) 

ネ ッ ト ワ ー ク 設 計 研 究  ( 2単位) 

機 械 工 学 研 究  ( 2単位) 

デ ー タ ベ ー ス 研 究  ( 2単位) 

制 御 論 研 究  ( 2単位) 

メ カ ト ロ ニ ク ス 研 究  ( 2単位) 

［研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  ( 1 単 位 ) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  ( 1 単 位 ) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  ( 1 単 位 ) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  ( 1 単 位 ) 

研 究 指 導 Ⅱ  ( 1 単 位 ) 

研 究 指 導 Ⅲ  ( 1 単 位 ) 

研 究 指 導 Ⅳ  ( 1 単 位 ) 

研 究 指 導 Ⅴ  ( 1 単 位 ) 

 

別  表 第８の１の３ 理工学研究科データサイエンス専攻博士前期課程における授業科

目ならびにその単位数（第58条関係） 

[研究科共通科目] 

ア カ デ ミ ッ ク リ テ ラ シ ー  (2単位) 

[基礎科目] 

オペレーションズ・リサーチ概論  (2単位) 

数 理 統 計 学 概 論  (2単位) 

デ ー タ サ イ エ ン ス の 数 理  (2単位) 

[専攻科目] 

適 化 手 法 研 究  (2単位) 

ビ ッ グ デ ー タ 解 析 研 究  (2単位) 

機 械 学 習 研 究  (2単位) 

深 層 学 習 研 究  (2単位) 

データサイエンス演習（オペレーションズ・リサーチ）Ⅰ  (1単位) 

データサイエンス演習（統計学・ビッグデータ解析）Ⅰ  (1単位) 

データサイエンス演習（機械・深層学習）Ⅰ  (1単位) 

データサイエンス演習（オペレーションズ・リサーチ）Ⅱ  (1単位) 
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データサイエンス演習（統計学・ビッグデータ解析）Ⅱ  (1単位) 

データサイエンス演習（機械・深層学習）Ⅱ  (1単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ｉ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ｉ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ｉ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ｉ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ  (1単位) 

[副専門領域科目] 

ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 概 論  (2単位) 

シ ス テ ム 工 学 概 論  (2単位) 

通 信 プ ロ ト コ ル 研 究  (2単位) 

制 御 論 研 究  (2単位) 

ソ フ ト ウ ェ ア 生 産 管 理 研 究  (2単位) 

組 込 み シ ス テ ム 工 学 研 究  (2単位) 

 

別  表 第８の２ 理工学研究科システム数理専攻博士後期課程における授業科目ならび

にその単位数（第58条の２関係） 

 [学際共通科目] 

ソ フ ト ウ ェ ア 解 析 特 論  (2単位) 

適 化 法 特 論  (2単位) 

 [専攻科目] 

オ ペ レ ー シ ョ ン ズ ・ リ サ ー チ  (2単位) 

統 計 科 学  (2単位) 

微 分 方 程 式 特 論  (2単位) 

 [研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅵ  (1単位) 
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別  表 第８の２の１ 理工学研究科ソフトウェア工学専攻博士後期課程における授業科

目ならびにその単位数（第58条の２関係） 

[学際共通科目] 

ソ フ ト ウ ェ ア 解 析 特 論  (2単位) 

デ ー タ ベ ー ス 工 学 特 論  (2単位) 

[専攻科目] 

ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 特 論  (2単位) 

ソフトウェアアーキテクチャ特論  (2単位) 

数 理 論 理 学 特 論  (2単位) 

  [研究指導科目]      

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅳ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅵ  (1単位) 

 

別  表 第８の２の２ 理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程における授業科

目ならびにその単位数（第58条の２関係） 

[学際共通科目] 

適 化 法 特 論  (2単位) 

デ ー タ ベ ー ス 工 学 特 論  (2単位) 

[専攻科目] 

機 械 制 御 工 学 特 論  (2単位) 

通 信 制 御 工 学 特 論  (2単位) 

数 値 解 析 特 論  (2単位) 

 [研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ  (1単位) 
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研 究 指 導 Ⅳ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅴ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅵ  (1単位) 

 

別  表 第８の３ 社会科学研究科経済学専攻博士前期課程における授業科目ならびにそ

の単位数（第61条の2関係） 

    [研究科選択必修共通科目] 

社会科学研究（経済学研究概論）  (2単位) 

社会科学研究（経営学研究概論）  (2単位) 

社会科学研究（総合政策学研究概論）  (2単位) 

     [研究科選択共通科目] 

国 際 政 治 経 済 研 究  (2単位) 

マ ク ロ 経 済 学  (2単位) 

経 営 労 務 論  (2単位) 

国 際 組 織 研 究  (2単位) 

ミ ク ロ 経 済 学  (2単位) 

会 計 学  (2単位) 

[専攻科目] 

開 発 経 済 学  (2単位) 

経 済 社 会 学 研 究  (2単位) 

経 済 分 析 の た め の 数 学  (2単位) 

理 論 経 済 学  (2単位) 

計 量 経 済 分 析  (2単位) 

デ ー タ 解 析  (2単位) 

経 済 統 計 論  (2単位) 

財 政 学  (2単位) 

金 融 論  (2単位) 

労 働 経 済 学  (2単位) 

社 会 保 障 研 究  (2単位) 

消 費 社 会 論  (2単位) 

日 本 ・ ア ジ ア 経 済 関 係 論  (2単位) 

地 域 経 済 学  (2単位) 

労 働 政 策 論  (2単位) 

年 金 改 革 論  (2単位) 

国 際 経 済 学  (2単位) 

国 際 金 融 論  (2単位) 

国 際 経 済 政 策 論  (2単位) 

日 本 経 済 史 研 究  (2単位) 

数 量 経 済 史 研 究  (2単位) 

経 済 思 想 史 研 究  (2単位) 

経 済 学 史 研 究  (2単位) 

租 税 法 研 究  (2単位) 
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法 人 税 法 研 究  (2単位) 

所 得 税 法 研 究  (2単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

特 別 研 究 指 導 Ａ  (1単位) 

特 別 研 究 指 導 Ｂ  (1単位) 

特 別 研 究 指 導 Ｃ  (1単位) 

特 別 研 究 指 導 Ｄ  (1単位) 

 

別   表  第８の４ 社会科学研究科経営学専攻博士前期課程における授業科目ならびにそ

の単位数（第61条の2関係） 

[研究科選択必修共通科目] 

社会科学研究（経済学研究概論）  (2単位) 

社会科学研究（経営学研究概論）  (2単位) 

社会科学研究（総合政策学研究概論）  (2単位) 

[研究科選択共通科目] 

国 際 政 治 経 済 研 究  (2単位) 

マ ク ロ 経 済 学  (2単位) 

経 営 労 務 論  (2単位) 

国 際 組 織 研 究  (2単位) 

ミ ク ロ 経 済 学  (2単位) 

会 計 学  (2単位) 

[専攻科目] 

統 計 学  (2単位) 

経 営 数 学  (2単位) 

資 源 と 環 境 の 経 済 学  (2単位) 

環 境 の 経 済 評 価  (2単位) 

企 業 と 法 の 経 済 学  (2単位) 

B u s i n e s s  E n g l i s h  (2単位) 

日 本 経 営 論  (2単位) 

経 営 史  (2単位) 

財 務 会 計 論  (2単位) 

会 計 監 査 論  (2単位) 

国 際 会 計 論  (2単位) 
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連 結 会 計 論  (2単位) 

管 理 会 計 論  (2単位) 

原 価 管 理 論  (2単位) 

経 営 管 理 論  (2単位) 

経 営 戦 略 論  (2単位) 

オ ペ レ ー シ ョ ン ズ ・ リ サ ー チ  (2単位) 

マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ａ  (2単位) 

マ ー ケ テ ィ ン グ 論 Ｂ  (2単位) 

マ ー ケ テ ィ ン グ ・ リ サ ー チ  (2単位) 

流 通 シ ス テ ム 論  (2単位) 

C o r p o r a t e  F i n a n c e Ａ  (2単位) 

C o r p o r a t e  F i n a n c e Ｂ  (2単位) 

フ ァ イ ナ ン ス 論  Ａ  (2単位) 

フ ァ イ ナ ン ス 論  Ｂ  (2単位) 

投  資  論  (2単位) 

経 営 組 織 論 Ａ  (2単位) 

経 営 組 織 論 Ｂ  (2単位) 

産 業  ・ 組 織 心 理 学  (2単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

 

別  表 第８の５  社会科学研究科総合政策学専攻博士前期課程における授業科目ならび

にその単位数（第61条の2関係） 

[研究科選択必修共通科目] 

社会科学研究（経済学研究概論）  (2単位) 

社会科学研究（経営学研究概論）  (2単位) 

社会科学研究（総合政策学研究概論）  (2単位) 

[研究科選択共通科目] 

国 際 政 治 経 済 研 究  (2単位) 

マ ク ロ 経 済 学  (2単位) 

経 営 労 務 論  (2単位) 

国 際 組 織 研 究  (2単位) 

ミ ク ロ 経 済 学  (2単位) 

会 計 学  (2単位) 
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[専攻科目] 

総 合 政 策 の 課 題 と 方 法  (2単位) 

西 洋 文 明 史 研 究  (2単位) 

東 洋 文 明 史 研 究  (2単位) 

異文化間コミュニケーション論  (2単位) 

グ ロ ー バ ル ・ ガ バ ナ ン ス 研 究  (2単位) 

民 族 紛 争 研 究  (2単位) 

国 際 援 助 政 策 研 究  (2単位) 

ア ジ ア 政 策 研 究  (2単位) 

国 際 経 済 研 究  (2単位) 

開 発 経 済 政 策 研 究  (2単位) 

行 政 機 構 研 究  (2単位) 

社 会 福 祉 行 政 研 究  (2単位) 

地 方 財 政 研 究  (2単位) 

現 代 社 会 研 究  (2単位) 

経 営 管 理 研 究  (2単位) 

雇 用 政 策 研 究  (2単位) 

地 球 環 境 シ ス テ ム 研 究  (2単位) 

環 境 経 済 研 究  (2単位) 

政 策 評 価 研 究  (2単位) 

環 境 社 会 心 理 研 究  (2単位) 

生 態 系 保 全 研 究  (2単位) 

環 境 保 全 研 究  (2単位) 

環 境 倫 理 研 究  (2単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

  

別  表 第８の６  社会科学研究科経済学専攻博士後期課程における授業科目ならびにそ

の単位数（第61条の7関係） 

[学際共通科目] 

社 会 科 学 研 究 特 論  (2単位) 

 [専攻科目] 

経済学特殊研究（理論経済学）  (2単位) 

経済学特殊研究（実証経済学）  (2単位) 
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経済学特殊研究（国際経済学）  (2単位) 

経 済 学 特 殊 研 究 （ 経 済 政 策 ）  (2単位) 

経済学特殊研究（地域経済社会論）  (2単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｄ  (1単位) 

 

別  表 第８の７  社会科学研究科経営学専攻博士後期課程における授業科目ならびにそ

の単位数（第61条の8関係） 

[学際共通科目] 

社 会 科 学 研 究 特 論  (2単位) 

 [専攻科目] 

経営学特殊研究（企業経営研究）  (2単位) 

経営学特殊研究（マーケティング研究） (2単位) 

経 営 学 特 殊 研 究 （ 会 計 研 究 ）  (2単位) 

経営学特殊研究（ファイナンス研究）  (2単位) 

経営学特殊研究（オペレーションズ・マネジメント研究） (2単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｄ  (1単位) 
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別  表 第８の８  社会科学研究科総合政策学専攻博士後期課程における授業科目ならび

にその単位数（第61条の9関係） 

[学際共通科目] 

社 会 科 学 研 究 特 論  (2単位) 

 [専攻科目] 

総合政策特殊研究（地域研究）  (2単位) 

総合政策特殊研究（文明研究）  (2単位) 

総合政策特殊研究（公共政策研究）  (2単位) 

総合政策特殊研究（国際政策研究）  (2単位) 

総合政策特殊研究（環境政策研究）  (2単位) 

[研究指導科目] 

研 究 指 導 Ⅰ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅰ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅱ Ｄ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ａ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｂ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｃ  (1単位) 

研 究 指 導 Ⅲ Ｄ  (1単位) 

 

別  表 第８の９  法学研究科法律学専攻博士前期課程における授業科目ならびにその単

位数（第61条の10関係） 

[専門共通科目] 

研 究 倫 理 特 論  (2単位) 

情 報 法 特 論  (2単位) 

法 哲 学 特 論  (2単位) 

西 洋 法 制 史 特 論  (2単位) 

英 米 法 特 論  (2単位) 

東 ア ジ ア 法 特 論  (2単位) 

国 際 法 特 論  (2単位) 

西 洋 政 治 思 想 史 特 論  (2単位) 

   

[専門分野科目] 

財 産 法 特 論  (2単位) 

家 族 法 特 論  (2単位) 

企 業 法 特 論  (2単位) 
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民 事 手 続 法 特 論  (2単位) 

労 働 法 特 論  (2単位) 

経 済 法 特 論  (2単位) 

国 際 私 法 特 論  (2単位) 

知 的 財 産 法 特 論  (2単位) 

租 税 法 特 論  (2単位) 

人 権 特 論  (2単位) 

統 治 機 構 特 論  (2単位) 

行 政 法 特 論  (2単位) 

環 境 法 特 論  (2単位) 

刑 法 特 論  (2単位) 

刑 事 訴 訟 法 特 論  (2単位) 

刑 事 政 策 特 論  (2単位) 

経 済 刑 法 特 論  (2単位) 

   

[専門演習科目] 

民 事 法 演 習 Ａ  (2単位) 

民 事 法 演 習 Ｂ  (2単位) 

憲 法 演 習  (2単位) 

行 政 法 演 習  (2単位) 

刑 事 法 演 習  (2単位) 

企 業 法 務 演 習  (2単位) 

自 治 体 法 務 演 習  (2単位) 

[研究指導科目] 

前 期 研 究 指 導 Ⅰ  (2単位) 

前 期 研 究 指 導 Ⅱ  (2単位) 

前 期 研 究 指 導 Ⅲ  (2単位) 

前 期 研 究 指 導 Ⅳ  (2単位) 

 

別  表 第８の１０  法学研究科法律学専攻博士後期課程における授業科目ならびにその

単位数（第61条の12関係） 

[特講科目] 

研 究 倫 理 特 講  (1単位) 

法 学 研 究 特 講  (1単位) 

民 事 法 特 講 （ 財 産 法 ）  (2単位) 

民 事 法 特 講 （ 企 業 法 ）  (2単位) 

民 事 法 特 講 （ 民 事 手 続 法 ）  (2単位) 

民 事 法 特 講 （ 国 際 私 法 ）  (2単位) 

民 事 法 特 講 （ 金 融 法 ）  (2単位) 

民 事 法 特 講 （ 知 的 財 産 法 ）  (2単位) 

公 法 特 講 （ 憲 法 ）  (2単位) 

公 法 特 講 （ 行 政 法 ）  (2単位) 
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公 法 特 講 （ 国 際 法 ）  (2単位) 

刑 事 法 特 講 （ 刑 法 ）  (2単位) 

刑 事 法 特 講 （ 刑 事 訴 訟 法 ）  (2単位) 

[研究指導科目] 

後 期 研 究 指 導 Ⅰ  (2単位) 

後 期 研 究 指 導 Ⅱ  (2単位) 

後 期 研 究 指 導 Ⅲ  (2単位) 

後 期 研 究 指 導 Ⅳ  (2単位) 

後 期 研 究 指 導 Ⅴ  (2単位) 

後 期 研 究 指 導 Ⅵ  (2単位) 

 

別  表 第９ 入学金、授業料その他の納入金（第105条関係） 

対象年度 
入 学 者 区 分 

納入金 

種 別 

人 間 文 化 研 究 科 
国際地域文化研究科 
社 会 科 学 研 究 科 
法 学 研 究 科 

理 工 学 研 究 科 法 務 研 究 科 

（年額）円 （年額）円 (年額)円 

2016年度 
から 

2023年度
まで 

一 般 
授 業 料 
施設設備費 

574,000 
105,000 

654,000 
105,000 

1,000,000 
  200,000 

2024年度 

一 般 
入 学 金 
授 業 料 
施設設備費 

300,000 
574,000 
105,000 

300,000 
654,000 
105,000 

  300,000 
1,000,000 
  200,000 

科目等 
履修生 

登 録 料 
履 修 料 
検 定 料 

  10,000*1 

  57,400*2 

   5,000*3 

  10,000*1 

  65,400*2 
   5,000*3 

 

受入れ交換留学

科 目 等 履 修 生

登 録 料 
履 修 料 
検 定 料 

  10,000*1 

  57,400*2 

   5,000*4 

  10,000*1 

  65,400*2 
   5,000*4 

 

研修生 
研 修 料 
検 定 料 

 57,400 
  5,000 

 65,400 
  5,000 

 

１．入学検定料は30,000円とする。ただし、次のものを除く。 

 種   別 金 額  

 

 

 

 

 

 

 

推薦入学審査  

飛び級入学審査  

他専攻推薦入学審査 15,000円 

南山大学外国人留学生別科留学生推薦入学審査  

国内在住外国人入学審査  

国外在住者入学審査 12,000円 

法務研究科入学審査 5,000円 

２．博士前期課程または修士課程において第69条第1項により1年で修了する者、および社会科学研

究科経済学専攻博士前期課程において、社会人1年コースを希望して入学した者の初年度授業料

は表中の金額の1.5倍とする。ただし、1年で修了しない場合の2年目の授業料は表中の金額の0.5

倍とする。 

３．本学大学院の他研究科に1年以上在籍して修了せず、引き続き第69条第1項により1年で修了す

る者または社会人1年コースに新たに入学する者の授業料は表中の金額のとおりとする。 

４．授業料には在籍料100,000円を含むものとする。 

５．経済事情の変動により上記の入学金、授業料その他の納入金は変更することがある。 
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① 登録料（*1）および検定料（*3）は学期の徴収額。ただし、通年科目は年額とする。なお、通年

科目および集中講義科目については、学期開講科目と同時に受講手続をする場合は、検定料およ

び登録料を重ねて徴収しない。 

② 履修料（*2）は、1科目4単位の額。2単位科目については半額とする。 

③ 受入れ交換留学科目等履修生の検定料（*4）は、連続する学期において受講手続きをする場合は

重ねて徴収しない。 

 

別  表 第10 教職に関する科目（第113条関係） 

教 育 学 研 究 Ａ  (2単位) 

教 育 学 研 究 Ｂ  (2単位) 

教 育 学 研 究 Ｃ  (2単位) 

教 育 心 理 学 研 究 Ａ  (2単位) 

教 育 心 理 学 研 究 Ｂ  (2単位) 

教 育 心 理 学 研 究 Ｃ  (2単位) 

授 業 研 究 （ 宗 教 ）  (2単位) 

授 業 研 究 （ 社 会 ・ 公 民 ）  (2単位) 

授 業 研 究 （ 英 語 ）  (2単位) 

授 業 研 究 （ ス ペ イ ン 語 ）  (2単位) 

授 業 研 究 （ 中 国 語 ）  (2単位) 

授 業 研 究 （ 国 語 ）  (2単位) 

授 業 研 究 （ 商 業 ）  (2単位) 

授 業 研 究 （ 数 学 ）  (2単位) 

 

別  表 第11 教育職員免許状授与の所要資格を得させるための課程を置く研究科・専攻な 

らびに認定を受けた免許状の種類（第113条関係） 

研 究 科 名 専 攻 名 

認定を受けた免許状の種類 

中学校教諭専修 

免許状の免許教科 

高等学校教諭専修 

免許状の免許教科 

人 間 文 化 研 究 科 

キ リ ス ト 教 思 想 専 攻 宗 教 宗 教 

人 類 学 専 攻 社 会 地 理 歴 史 

教育ファシリテーション専攻  公 民 

言 語 科 学 専 攻 英 語 英 語 

国際地域文化研究科 国 際 地 域 文 化 専 攻 

英 語 

ス ペ イ ン 語 

中 国 語 

国 語 

英 語 

ス ペ イ ン 語 

中 国 語 

国 語 

社 会 科 学 研 究 科 

経 済 学 専 攻 社 会 公 民 

経 営 学 専 攻  商 業 
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総 合 政 策 学 専 攻 社 会 
地 理 歴 史 

公 民 

理 工 学 研 究 科 

ソ フ ト ウ ェ ア 工 学 専 攻  情 報 

デ ー タ サ イ エ ン ス 専 攻 数 学 数 学 

 

 

(-200) 


